
適格請求書発行事業者の登録の取消しを 

求める旨の届出書の記載要領等 
 
１ 提出すべき場合 

この届出書は、適格請求書発行事業者が、その登録の取消しを求める場合に、届出者の納税地を所轄する

税務署長に提出します（法57の２⑩一）。 

 

２ 提出時期等 

登録の効力を失う日は、この届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日となります。 

ただし、この届出書を提出した日が、提出をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して

15日前の日後である場合には、翌々課税期間の初日に登録の効力を失うこととなります。 

したがって、翌課税期間の初日に登録の取消しを求める場合は、登録の取消しを求める課税期間の翌課

税期間の初日から起算して15日前の日までにこの届出書を提出しなければならないこととなります。 

 

３ 記載要領 

⑴ 国外事業者の場合、「氏名又は名称」欄及び「代表者氏名」欄には、日本語（カナ）及び英語（ローマ

字）で記載します。 

⑵ 「登録番号」欄には、登録を受けた番号を記載します。なお、登録番号のＴの記載は不要です（Ｔを除

く13桁の数字のみ記載してください。）。 

⑶ 「登録の効力を失う日」欄には、この届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日を記載

します。 

ただし、この届出書の提出をした日の属する翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎた場合

には、翌々課税期間の初日を記載します。 

  （例）３月決算の法人 

１ ×年３月17日までにこの届出書を提出した場合 

×年４月１日（翌課税期間の初日）から登録の効力を失います。 

２ ×年３月18日から×年３月31日までに提出した場合 

×＋１年４月１日（翌々課税期間の初日）から登録の効力を失います。 

⑷ 「適格請求書発行事業者の登録を受けた日」欄には、適格請求書発行事業者として登録を受けた年月日

を記載します。 

⑸ 「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。 


